○年○○月○○日
　○○○○　様
東京都千代田区霞ヶ関Ｘ－Ｘ－Ｘ
山田一郎会計事務所　　
税理士　山田　一郎
　いよいよ平成○年の決算をする時期になりました。
つきましては、決算書作成を効率よく進めるために、下記のとおり棚卸の実施および決算調整事項の確認、書類の手配等をしていただきますよう、ご連絡申し上げます。
記
１．棚卸の実施
　(1) 棚卸の時期
　　　平成○年12月31日
　　　なお、多忙のため年末に棚卸ができない場合は、多少前後した日でもやむを得ま
　　せんが、その場合は事前に当事務所にご連絡ください。
　(2) 棚卸をする資産は次のとおりです
　　①商品、製品、仕掛品、原材料、仕損じ品、作業くず等
　　　委託販売のため他の店に預けてある商品や、加工のため他の工場に出してある原
　　　材料がありましたら、それらも含めます。なお、反対に他から預りとなっている
　　　商品は含まれません。
②まだ使用してない包装材料、ガソリン、事務用品等の消耗品や固定資産とならな
　い工具、器具、備品等
　　　ただし、通常の年に比べて、特に増えていない消耗品等は棚卸を省略することが
　　　できます。
　(3) 陳腐化商品等
　　　災害により著しく損傷を受けたり、店晒しや流行遅れなどで、著しく陳腐化した
　　　ため、通常の販売価額では販売できないものは、他の棚卸資産と区別して棚卸を
　　　してください。これらは、12月31日現在の処分可能価額で評価します。
　(4) 棚卸表の作成
　　　棚卸が終わりましたら、同封しました棚卸表に記入をお願いします。実地棚卸に
　　　際して棚卸原票（原始記録）は棚卸表と一緒に保存しておいてください。
２．決算調整の確認
　(1) 売掛金、買掛金、未収入金、未払金、前受金、仮払金等
　(2) 受取手形、割引手形、支払手形、期日未到来手形
　(3) 未払い、前払い等の未経過費用
　(4) 商品等のうち家事消費したもの、贈与したもの
　　　これらは収入金額に含めることになります。
　(5) 家事上の費用の除外と、家事関連費用の家事分と事業分の按分基準
　(6) 特別償却等の適用の有無
３．手配していただきたい書類等
　(1) 金融機関等の預金、借入金、割引手形等の、12月31日時点の残高証明書
　(2) 取引を証する納品書や請求書、領収書等の証憑類
　(3) 生命保険料、損害保険料、医療費等の領収書（確定申告に使用）
　　その他疑問とされる事項がありましたら、当事務所にご連絡ください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上
